
参
考
資
料国

立
国
会
図
書
館
法
の
一
部
改
正
（
新
旧
対
照
表
）

国
立
国
会
図
書
館
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
五
号
）

改

正

案

現

行

第
二
十
三
条

館
長
は
、
国
立
国
会
図
書
館
の
収
集
資
料
と
し
て
、
図
書
及
び

そ
の
他
の
図
書
館
資
料
を
、
次
章
及
び
第
十
一
章
の
規
定
に
よ
る
納
入
並
び

に
第
十
一
章
の
二
及
び
第
十
一
章
の
三
の
規
定
に
よ
る
記
録
に
よ
る
ほ
か
、

購
入
、
寄
贈
、
交
換
、
遺
贈
そ
の
他
の
方
法
に
よ
つ
て
、
又
は
行
政
及
び
司

法
の
各
部
門
か
ら
の
移
管
に
よ
つ
て
収
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
行
政
及
び

司
法
の
各
部
門
の
長
官
は
、
そ
の
部
門
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
必
要
と
し
な

い
が
、
館
長
が
国
立
国
会
図
書
館
に
お
い
て
の
使
用
に
は
充
て
得
る
と
認
め

る
図
書
及
び
そ
の
他
の
図
書
館
資
料
を
国
立
国
会
図
書
館
に
移
管
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
館
長
は
、
国
立
国
会
図
書
館
で
は
必
ず
し
も
必
要
と
し
な
い
図

書
及
び
そ
の
他
の
図
書
館
資
料
を
、
行
政
若
し
く
は
司
法
の
各
部
門
に
移
管

し
、
又
は
交
換
の
用
に
供
し
、
若
し
く
は
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
一
章
の
三

オ
ン
ラ
イ
ン
資
料
の
記
録

第
二
十
五
条
の
四

第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
者
以
外

の
者
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
料
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の

知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
文

字
、
映
像
、
音
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
つ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
そ
の
他
の

送
信
手
段
に
よ
り
公
衆
に
利
用
可
能
と
さ
れ
、
又
は
送
信
さ
れ
る
も
の
の
う

第
二
十
三
条

館
長
は
、
国
立
国
会
図
書
館
の
収
集
資
料
と
し
て
、
図
書
及
び

そ
の
他
の
図
書
館
資
料
を
、
次
章
及
び
第
十
一
章
の
規
定
に
よ
る
納
入
並
び

に
第
十
一
章
の
二
の
規
定
に
よ
る
記
録
に
よ
る
ほ
か
、
購
入
、
寄
贈
、
交
換
、

遺
贈
そ
の
他
の
方
法
に
よ
つ
て
、
又
は
行
政
及
び
司
法
の
各
部
門
か
ら
の
移

管
に
よ
つ
て
収
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
行
政
及
び
司
法
の
各
部
門
の
長
官

は
、
そ
の
部
門
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
必
要
と
し
な
い
が
、
館
長
が
国
立
国

会
図
書
館
に
お
い
て
の
使
用
に
は
充
て
得
る
と
認
め
る
図
書
及
び
そ
の
他
の

図
書
館
資
料
を
国
立
国
会
図
書
館
に
移
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
館
長
は
、

国
立
国
会
図
書
館
で
は
必
ず
し
も
必
要
と
し
な
い
図
書
及
び
そ
の
他
の
図
書

館
資
料
を
、
行
政
若
し
く
は
司
法
の
各
部
門
に
移
管
し
、
又
は
交
換
の
用
に

供
し
、
若
し
く
は
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



ち
、
図
書
又
は
逐
次
刊
行
物
（
機
密
扱
い
の
も
の
及
び
書
式
、
ひ
な
形
そ
の

他
簡
易
な
も
の
を
除
く
。
）
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
館
長
が
定
め
る
も
の

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
公
衆
に
利
用
可
能
と
し
、
又
は
送
信
し
た
と
き

は
、
前
条
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
を
除
い
て
、
文
化
財
の
蓄
積
及
び
そ
の

利
用
に
資
す
る
た
め
、
館
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
オ
ン
ラ
イ
ン

資
料
を
国
立
国
会
図
書
館
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

前
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

一

館
長
が
、
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
者
以
外
の

者
か
ら
、
当
該
者
が
公
衆
に
利
用
可
能
と
し
、
又
は
送
信
し
た
オ
ン
ラ
イ

ン
資
料
を
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
提
供
を
経
ず
に
、
館
長
が
国
立
国
会
図

書
館
の
使
用
に
係
る
記
録
媒
体
に
記
録
す
る
こ
と
を
求
め
る
旨
の
申
出
を

受
け
、
か
つ
、
こ
れ
を
承
認
し
た
場
合

二

オ
ン
ラ
イ
ン
資
料
の
内
容
が
こ
の
条
の
規
定
に
よ
り
前
に
収
集
さ
れ
た

オ
ン
ラ
イ
ン
資
料
の
内
容
に
比
し
増
減
又
は
変
更
が
な
い
場
合

三

オ
ン
ラ
イ
ン
資
料
の
性
質
及
び
公
衆
に
利
用
可
能
と
さ
れ
、
又
は
送
信

さ
れ
た
目
的
に
鑑
み
前
項
の
目
的
の
達
成
に
支
障
が
な
い
と
館
長
が
認
め

た
場
合

四

そ
の
他
館
長
が
特
別
の
事
由
が
あ
る
と
認
め
た
場
合

③

館
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
提
供
又
は
前
項
第
一
号
の
承
認
に
係
る

オ
ン
ラ
イ
ン
資
料
を
国
立
国
会
図
書
館
の
使
用
に
係
る
記
録
媒
体
に
記
録
す

る
こ
と
に
よ
り
収
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

④

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
オ
ン
ラ
イ
ン
資
料
を
提
供
し
た
者
（
以
下
こ
の
項



に
お
い
て
「
提
供
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
は
、
館
長
は
、
そ
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
提
供
に
関
し
通
常
要
す
べ
き
費
用
に

相
当
す
る
金
額
を
交
付
す
る
。
た
だ
し
、
提
供
者
か
ら
そ
の
交
付
を
要
し
な

い
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
つ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

別
表
第
一
（
第
二
十
四
条
関
係
）

名

称

根

拠

法

（
略
）

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公

庫

（
略
）

原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構

原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構
法
（
平

成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
四
号
）

（
略
）

別
表
第
一
（
第
二
十
四
条
関
係
）

名

称

根

拠

法

（
略
）

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公

庫

（
略
）

（
略
）



参
考
資
料著

作
権
法
の
一
部
改
正
（
新
旧
対
照
表
）

著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）

改

正

案

現

行

（
国
立
国
会
図
書
館
法
に
よ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
資
料
及
び
オ
ン
ラ
イ
ン
資

料
の
収
集
の
た
め
の
複
製
）

第
四
十
二
条
の
四

国
立
国
会
図
書
館
の
館
長
は
、
国
立
国
会
図
書
館
法
（
昭

和
二
十
三
年
法
律
第
五
号
）
第
二
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項

に
規
定
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
資
料
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
資
料
」
と
い
う
。
）
又
は
同
法
第
二
十
五
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
同
項
に
規
定
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
資
料
を
収
集
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め

ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
当
該
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
資
料
又
は
当
該
オ
ン
ラ
イ

ン
資
料
に
係
る
著
作
物
を
国
立
国
会
図
書
館
の
使
用
に
係
る
記
録
媒
体
に
記

録
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
資
料
を
提
供
す
る
た
め

に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
資
料
に
係
る

著
作
物
を
複
製
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

国
立
国
会
図
書
館
法
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る

者

同
法
第
二
十
五
条
の
三
第
三
項
の
求
め
に
応
じ
提
供
す
る
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
資
料

二

国
立
国
会
図
書
館
法
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る

（
国
立
国
会
図
書
館
法
に
よ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
資
料
の
収
集
の
た
め
の
複

製
）

第
四
十
二
条
の
四

国
立
国
会
図
書
館
の
館
長
は
、
国
立
国
会
図
書
館
法
（
昭

和
二
十
三
年
法
律
第
五
号
）
第
二
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項

に
規
定
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
資
料
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
資
料
」
と
い
う
。
）
を
収
集
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度

に
お
い
て
、
当
該
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
資
料
に
係
る
著
作
物
を
国
立
国
会
図
書

館
の
使
用
に
係
る
記
録
媒
体
に
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

国
立
国
会
図
書
館
法
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
者

は
、
同
法
第
二
十
五
条
の
三
第
三
項
の
求
め
に
応
じ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
資
料

を
提
供
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
当
該
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
資
料
に
係
る
著
作
物
を
複
製
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



者
以
外
の
者

同
法
第
二
十
五
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
供
す
る

同
項
に
規
定
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
資
料


